
この度、弊所では、お問い合わせをいただくことが増え
てきた「勤怠管理システム」について、導入・設定のお
手伝いができるよう「勤怠管理システム ジョブカン」
の「認定コンサルタント」の資格を取得いたしました。

今月は「勤怠管理システム」導入のメリット・デメリッ
トと「導入支援トライアル」のご案内をさせていただき
ますので、ぜひ最後までご覧ください。

勤怠管理システム導入をお考えの皆さまへTOPICS

勤怠管理システム導入のメリット・デメリット
POINT

1

「勤怠管理システム」と聞いてどのようなものをイメージしますでしょうか？
簡単にいうと「勤怠管理」すなわち「従業員の労働時間管理」を行うシステムのことで、
最近ではクラウド上で管理でき、パソコンやスマートフォンでの打刻も普及してきてい
ます。

ペーパーレス・DX化の一環として、クラウドによる「勤怠管理システム」導入に興味
をお持ちの顧問先さまが多くいらっしゃいますので、弊所から見た「勤怠管理システ
ム」導入のメリット・デメリットをまとめてみました。

メリット

① 社内での勤怠情報の収集と

弊所への連携の手間と時間の削減

② 集計ミスの軽減

③ 残業時間管理・是正

④ 有給管理の簡便化

⑤ GPS打刻による出先や

在宅勤務での適正な労務管理

など

① 導入時の設定が難しい、工数が

かかる

② 導入設定を委託した場合、

費用がかかる

② ランニングコスト

（ジョブカンの場合1人150円～/月）

など

デメリット



① 従業員10名様分まで無料で導入設定させていただきます（先着3顧問先さま）。

② アカウントの発行・初期設定は各企業さまにてご対応いただく必要があります

（弊所がサポートいたしますのでご安心ください）。

③ 運用開始後の費用は各企業さま負担となります（1人150円～/月）。

④ PCもしくはスマートフォンでの打刻のみの対応とさせていただきます。

「労働保険年度更新のお知らせ」が届いたら弊所まで

導入支援トライアル
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お気軽に
お問い合わせ
ください！

導入支援トライアル参加募集！
POINT

2
弊所では、「勤怠管理システム」の導入は、ご担当者さまの業務効率化を図るうえで価値
あるお役立ちツールだと考えています。 つきましては、今後、「勤怠管理システム」の
導入をお考えの顧問先さまを積極的にお手伝いしていきたいと考えています。

とはいえ、弊所もまだ勉強中の身…ということで、
勤怠管理システム「ジョブカン」の導入をお手伝いをさせていただける顧問先さまを探し
ており、無料（通常価格：10万円）で導入時の設定とサポートをさせていただきたいと
考えております。

概要は以下のとおりとなりますので、ご賛同いただき、弊所の成
長のお手伝いをしてくださる顧問先さまがいらっしゃいましたら、
ぜひご連絡くださいませ。
「話を聞いてみたい」というだけでもよろしいですので、お気軽
にご連絡くださいませ。

労働保険料の「年度更新」とは

労働保険の保険料は、毎年4月1日～翌年3月31日までの1年間分を計算し、まとめて納付
します。年度当初には概算で申告・納付しておき、翌年度の当初に改めて確定して、概
算で納付した額と実際の額を精算します。この手続きを「年度更新」といいます。

必要書類が各事業所さまへ緑色の封筒が5月下旬に郵送で届きますので、お手元に届き
ましたら弊所までお送りいただくようお願い申し上げます。

年度更新に必要な計算や手続きは弊所にて代行させていただきます。


